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■ 薬事情報センターからのお知らせ                 【Ｐ１】 
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  ○冬の感染対策について 

  ○２０２５年春の花粉飛散予測（第２報） 
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  ○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

  ○医療事故の再発防止に向けた提言第２０号の公表について 
  ○インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品について 

  ○「経口補水液」の表示方法の変更について 
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  ○禁煙外来（保険適用）受診医療機関一覧 

   （ニコチン依存症管理料の施設基準届出済み医療機関一覧） 
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薬事情報センターからのお知らせ 
 

〇インフルエンザ・新型コロナウイルス感染状況について 

 
 
 やまなし感染症ポータルサイトにより２０２４年第５０週（１２月９日～１２月１

５日）の標記コメントが発表されました。 
 
【インフルエンザ】 
 この期間の新規感染者数は急増しています。この週に報告された新規感染者数は定

点医療機関あたり１７．１７(報告総数７０４人)でした。前週(第４９週：１２月２

日～１２月８日)は定点医療機関あたり５．６６（報告総数２３２人）であり、前週

の３倍以上に急激に増加しています。すべての保健所管内で新規感染者数が増加して

いますが、特に峡東、中北、甲府市保健所管内に多いようです。 
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【新型コロナウイルス感染症】 
 この期間の新規感染者の報告数はほぼ横ばいです。新型コロナウイルス感染症の新

規感染者数は定点医療機関あたり６．１０(報告総数２５０人)、県内１０か所の基幹

定点医療機関から報告された入院患者数の合計は４２人でした。前週の新規感染者数

は定点医療機関あたり６．００(報告総数２４６人)、前週の基幹定点医療機関の入院

患者数は４２人でした。下水中に含まれる新型コロナウイルスの濃度は、前週と比べ

て０．６４倍でした。一方で病院や高齢者施設等から集団発生（いわゆるクラスター）

が多く報告されています。 
山梨県ホームページより引用定点情報（２０２４年第５０週:１２月９日～１２月１５日） 

 

 

○冬の感染対策について 
 

 新型コロナウイルス感染症は、例年、冬にかけて感染者が増加する傾向が見られま

す。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防には、 

「手洗い」「マスクの着用を含む咳（せき）エチケット」「換気」などが有効です。 

 特に高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まります。高

齢の方と会ったり、通院や大人数で集まったりするときは、マスクの着用を含めた感

染対策へのご協力をお願いします。 
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○２０２５年春の花粉飛散予測（第２報） 
 ～２月上旬に福岡などで飛散開始 大阪・東京は中旬から～ 
 
 
 ・２０２５年のスギ花粉シーズンは例年並みの時期にスタート 
 ・飛散量は、広い範囲で例年より多く、四国・中国・近畿は例年の２倍以上の所も 
 ・前シーズン（２０２４年）に比べ、九州から近畿と東北南部などで２～８倍に 
  
  
 一般財団法人日本気象協会より、２０２４年１２月５日（木）に全国・都道府県別

の２０２５年春の花粉（スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ）飛散予測（第２報）が発

表されました。この予測は、前シーズンの花粉飛散結果や今後の気温予測などの気象

データをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報、花芽の現地調査の結

果などを踏まえて予測されています。 

 
１．スギ花粉の飛散開始時期 
 ２０２５年のスギ花粉の飛散開始時期は例年並みでしょう。２月上旬には九州や、

四国・中国・東海・関東の一部で、２月中旬には関東以西の広い範囲でスギ花粉が飛

散開始となる見込みです。北陸と東北南部は２月下旬、東北北部は３月上旬から中旬

にスギ花粉シーズンがスタートするでしょう。 

 スギの雄花は、初冬の冷え込みが厳しいと休眠打破が順調に進み、休眠から目覚め

た後は、暖かいほど開花が早くなる傾向があります。今シーズンの冬は、１２月はじ

めは暖かかった地域でも冷え込む日が続くようになり、この先２月にかけて気温はほ

ぼ平年並みに推移する見通しです。スギの雄花の休眠打破はおおむね順調に進み、休

眠から目覚めた後は、寒さの和らぐ日が現れると順調に開花すると予想します。この

ため、九州から東北では、スギ花粉は例年並みの２月上旬から３月中旬に飛散開始す

るでしょう。 

 スギ花粉は、飛散開始と認められる前からわずかな量が飛び始めます。２月上旬に

飛散開始が予想される地域では、早めに花粉対策を始めるとよいでしょう。 

 
※飛散開始日 

 １平方センチメートルあたり１個以上のスギ花粉を２日連続して観測した場合の最初の日 

 

２．２０２５年春の花粉飛散量 

 ２０２５年春の花粉飛散量は、前シーズン（２０２４年）と比べると、九州から近

畿と、東北南部は非常に多く、北陸と関東甲信も多い傾向です。東海は前シーズン並

み、東北北部と北海道は少ないでしょう。九州から近畿と、東北南部などでは２０２

４年に比べて大幅に増加する見込みです。花粉症の方は万全な対策を行ってください。 

 

 

３．飛散量の予測根拠 

 ２０２４年の夏は猛暑となり、花芽の形成に好条件な「高温・多照」という気象条

件が九州から北海道にかけて揃いました。一方、花粉の飛散量は、前年春の飛散量が

少ないと増え、多いと減少する傾向があります。２０２４年春は花粉飛散量が抑えら
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れた地域が多かったことから、２０２５年春は２０２４年に比べ飛散量が増加する地

域が多いと考えられます。 

 これらのことから２０２５年春の花粉飛散量は、例年に比べて、九州から北海道に

かけてのほとんどの地域で多く、非常に多い所もあるでしょう。東北北部は２０２４

年春の飛散量が非常に多かったことと、夏に日照時間が少ない時期があったことが影

響し、例年より少ない見込みです。前シーズン（２０２４年）に比べると、九州から

近畿と東北南部は非常に多く、北陸と関東甲信も多い傾向です。東海は前シーズン並

み、東北北部と北海道は少ないでしょう。 

 今回発表する花粉飛散量の予測は、２０２４年９月２６日（木）に発表した「日本

気象協会２０２５年 春の花粉飛散予測（第 1 報）」の内容を花芽調査の結果などを

考慮して修正しています。東海、関東などの予測を一部修正しました。 
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○定期購読から 

 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2024 Vol.66No.16 
               【特集】迅速な薬物治療につなげるＴｉｐｓ！ 
                   重症患者の器官系統別評価 
                ・救急・集中治療領域担当薬剤師の役割とは？ 
                ・臓器別の評価法「Ｂｙ ｓｙｓｔｅｍ」とは？ 
                ・薬剤師記録における「Ｂｙ ｓｙｓｔｅｍ」と「Ｂｙ ｐ

ｒｏｂｌｅｍ」の違いとは？ 
                ・重症患者の全身管理に活用するツールは？ 
                ・Ｂｙ ｓｙｓｔｅｍを用いた臓器別の評価と管理 
                 ・神経、循環器‐循環動態評価のポイント、腎、電解質・

輸液、etc 
               ◇振り返れば国試 
                ・てんかんの発作ゼロ、副作用ゼロにするには？ 
 
               調剤と情報 2024 Vol.30No.16 
               【特集】認知症パンデミック時代における薬剤師の役割 
                ・認知症パンデミック時代における薬剤師の役割とは 
                ・認知症早期発見のためにできること 
                ・認知症を疑う前に考慮する「薬剤性認知機能障害」 
                ・抗認知症薬と服薬フォローアップの注意点 
                ・患者の認知機能に応じた服薬指導 
                ・認知症患者に対してとるべき行動－病院と薬局の視点から 
                ・認知症治療体系「コウノメソッド」とは 
               【今月の話題】 
                ・機能性表示食品制度の今後の在り方 
 
 
 
               薬局 2024 Vol.75No.14 
               【特集】プラス漢方でかゆいところに手が届く！ 
                   皮膚疾患・皮膚トラブル 
                ・かゆみ治療：西洋医学と漢方の融合 
                ・皮膚の湿疹・かゆみを漢方医学・西洋医学の視点で因数分

解する！ 
                ・患者さんを煩わせる皮膚のトラブルをプラス漢方で解消す

る！ 
                ・診療ガイドラインに学ぶ！皮膚疾患治療のプラス漢方 
                ・皮膚トラブル回避！漢方方剤のやさしい使い方 
 
 

○ 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２４年Ｎｏ.１０が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２４年Ｎｏ.１０ 
事例 1 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【禁忌】 

事例 【事例の詳細】 

 久しぶりに来局した２０歳代女性患者の処方箋を応需した。患者は尋常性ざ

瘡と診断され、ディフェリンゲル０．１％が処方された。患者には、１年以上

前にディフェリンゲル０．１％の処方歴があった。薬剤師が、交付時に妊娠の

有無について確認したところ、現在妊娠中であり、そのことを処方医には伝え

ていなかったことがわかった。ディフェリンゲル０．１％は、妊婦又は妊娠し

ている可能性のある女性に禁忌であるため疑義照会を行った結果、イオウ・カ

ンフルローション「東豊」に変更となった。 

【推定される要因】 

 処方医が、患者に妊娠の有無を確認し忘れたと考えられる。また、患者自身

も妊娠中であることを処方医に伝えていなかった。 

【薬局での取り組み】 

 妊娠の可能性がある年齢の患者にディフェリンゲル０．１％が処方された場

合は、初回処方時だけではなく、久しぶりに処方された際にも妊娠の有無を確

認する。 

その他の情報 ディフェリンゲル０．１％の添付文書 ２０２３年１月改訂(第１版)（一部抜

粋） 

２．禁忌（次の患者には投与しないこと） 

２．２妊婦又は妊娠している可能性のある女性 

３.組成・性状 

３．１組成 

有効成分１ｇ中 アダパレン １ｍｇ 

９．特定の背景を有する患者に関する注意 

９．５妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には使用しないこと。妊娠した場合、

あるいは妊娠が予想される場合には医師に知らせるよう指導すること。 

事例のポイン

ト 

・アダパレンを含有する外用薬の尋常性ざ瘡治療薬には、ディフェリンゲル０．

１％の他に、後発 医薬品や過酸化ベンゾイルとの配合剤であるエピデュオ

ゲルが販売されており、いずれも妊婦又は妊娠している可能性のある女性に

禁忌である。 

・尋常性ざ瘡は、思春期以降に発症する毛包脂腺系の慢性炎症性疾患であり、

若い世代の患者に発症することが多い。妊娠可能な年代の女性にアダパレン

を含有する製剤が処方された場合は、妊娠または妊娠している可能性を確認

したうえで調剤を行う必要がある。 

・妊娠している患者の中には、内服薬の胎児への影響に関して意識は高くても、

外用薬は影響がないと思い込み、医師や薬剤師に妊娠している事実を伝えな

い患者がいる。妊娠可能な年代の女性にアダパレンを含有する外用薬が処方

された際、薬剤師は患者に、妊婦または妊娠している可能性のある女性は使

用できないことを説明し、薬剤使用中に妊娠した場合あるいはその可能性が

生じた場合には使用を中止し、医師に知らせるよう、説明を行うことが重要
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である。 

 

 

事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【患者に不適切な剤形（吸入薬）】 
事例 【事例の詳細】 

 インフルエンザウイルス感染症と診断された７歳の患者に、イナビル吸入粉

末剤２０ｍｇが処方された。吸入確認用の笛を用いて適切に吸入できるか確認

を行ったところ、患者はうまく吸入できなかった。薬剤師は患者家族に、吸入

薬では薬剤の効果を得られない可能性があることを説明し、内服薬への変更を

提案したところ、了承を得た。処方医に疑義照会を行い、内服薬への変更を提

案した結果、タミフルドライシロップ３％へ変更となった。 

【推定される要因】 

 診察時に、患者家族が、１回の吸入で治療が完了するイナビル吸入粉末剤２

０ｍｇを希望した際、処方医は、患者本人が吸入可能であるか確認しなかった

と考えられる。 

【薬局での取り組み】 

 小児にイナビル吸入粉末剤２０ｍｇを交付する際、患者が吸入することがで

きるか確認する。 

その他の情報 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇの添付文書２０２４年１０月改訂(第２版)（一部

抜粋） 

９．特定の背景を有する患者に関する注意 

９．７小児等 

９．７．１本剤を適切に吸入投与できると判断された場合にのみ投与すること。

１４．適用上の注意 

１４．２薬剤交付時の注意 

１４．２．１患者又は保護者には添付の使用説明書を渡し、空の容器によるデ

モンストレーションも含めて使用方法を指導すること。 

事例のポイン

ト 

・本事例は、小児の患者にイナビル吸入粉末剤２０ｍｇが処方された際、薬剤

師が、吸入確認用の笛を用いて患者が吸入できるか確認し、吸入薬の使用は

難しいと判断したため、内服薬への変更を処方医に提案した事例である。 

・イナビル吸入粉末剤２０ｍｇが初めて処方された患者には、吸入方法を指導

し、正しく吸入できるかを確認する必要がある。患者が吸入できるか確認す

る際は、製薬企業が提供している吸入確認用の笛などを活用することが有用

である。 

・吸入薬の他にも、医療技術の進展により、さまざまな特徴を持つ外用薬が次々

と発売されている。薬剤師は、患者が処方された薬剤を使用できるか見極め、

使用が困難な場合は、薬剤の変更を提案することも重要である。 

 

事例３ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【インクレチン関連薬の重複】 
事例 【事例の詳細】 

 エクメット配合錠ＨＤを服用している糖尿病の患者に、マンジャロ皮下注

２．５ｍｇアテオスが新たに処方された。マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオ

スの添付文書の重要な基本的注意には、「本剤とＤＰＰ－４阻害剤はいずれも

ＧＬＰ－１受容体及びＧＩＰ受容体を介した血糖降下作用を有している。両剤

を併用した際の臨床試験成績はなく、有効性及び安全性は確認されていない。」

と記載されている。エクメット配合錠ＨＤはＤＰＰ－４阻害薬であるビルダグ

リプチンを含有する薬剤であるため、処方医に疑義照会を行った結果、エクメ

ット配合錠ＨＤはメトグルコ錠５００ｍｇに変更となった。 

【推定される要因】 

 処方医が、エクメット配合錠ＨＤに、ＤＰＰ－４阻害薬であるビルダグリプ

チンが含まれていることを失念した可能性がある。 
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【薬局での取り組み】 

 マンジャロ皮下注アテオスが処方された際は、ＤＰＰ－４阻害薬が処方され

ていないか確認する。マンジャロ皮下注アテオスの薬剤棚にＤＰＰ－４阻害薬

との重複に注意を促す表示を行う。 

その他の情報 マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオス/５ｍｇアテオス/７．５ｍｇアテオス/

１０ｍｇアテオス/１２．５ｍｇアテオス/１５ｍｇアテオスの医薬品インタビ

ューフォーム２０２４年８月改訂（第６版）（一部抜粋） 

 ＶＩＩＩ.安全性（使用上の注意等）に関する項目 

 ５．重要な基本的注意とその理由 （解説） 

 ８．１５本剤とDPP-4阻害剤はいずれもＧＬＰ－１受容体及びＧＩＰ受容体

を介した血糖降下作用を有しているが、両剤を併用した臨床試験は実施され

ておらず、有効性及び安全性が確認されていないため、ＤＰＰ－４阻害剤と

は併用しないこと。 

事例のポイン

ト 

・マンジャロ皮下注アテオスは２０２３年４月に販売が開始された、世界初の

持続性ＧＩＰ/ＧＬＰ－１受容体作動薬である。 

・マンジャロ皮下注アテオスが処方された際は、ＧＬＰ－１受容体やＧＩＰ受

容体を介した血糖降下作用を有するインクレチン関連薬との重複に注意す

る必要がある。作用機序が同じである他のＧＬＰ－１受容体作動薬だけでな

く、ＤＰＰ－４阻害薬との重複についても確認することが重要である。 

・本事業の第３１回報告書（２０２４年９月公表）の分析テーマでは、「新規

収載医薬品※に関する事例」として、マンジャロ皮下注アテオスに関する事

例を取り上げた。調剤に関するヒヤリ・ハット事例や、疑義照会や処方医へ

の情報提供に関する事例を分析し、報告された内容を整理して掲載してい

る。 

 新規収載医薬品に関する事例－マンジャロ皮下注アテオス、グラアルファ配

合点眼液－ 

※本事業における「新規収載医薬品」とは、報告された事例の発生月において

薬価収載１年未満の新医薬品（医療用医薬品）である。 

 

 

 
○医療事故の再発防止に向けた提言第２０号の公表について 
 

 医療事故調査制度につきましては、平成２７年１０月から、医療事故が発生した医

療機関において院内調査を行い、医療事故調査・支援センター（以下「センター」と

いう。）において、その調査報告を収集し、整理・分析することで医療事故の再発防

止につなげ、医療の安全を確保することを目的として実施されております。 

 また、センターは再発の防止に関する普及啓発を行うこととされており、今般、医

療事故の再発防止に向けた提言第２０号として、「血液検査パニック値に係る死亡事

例の分析」（以下「提言書」という。）が公表されました。 

 

・一般社団法人日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援センター）＞医療事故の

再発防止に向けた提言＞第２０号血液検査パニック値に係る死亡事例の分析（２０２

４年１２月） 

（https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=225） 
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○インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品について 
 

 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後の一定期間は、迅速検査において当該ワ

クチン由来のインフルエンザウイルスに対して陽性反応を示す可能性があることに

ついて厚生労働省より注意喚起がされています。 

 一般的名称が「一般用ＳＡＲＳコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原

キット」の製品については、添付文書に、「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種

後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスにより本キットで陽性の結果

が出る場合があります」と記載されており、薬局での販売時に購入者への注意が必要

です。また、製造業者に対し添付文書等の記載が不十分と判断された場合には、速や

かに当該添付文書等の改訂を行うとともに、医療機関等に対し必要な情報提供を行う

こととされております。 
（令和６年１２月４日付医薬安発第１２０４第１号厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知より抜粋） 

 

○「経口補水液」の表示方法の変更について 
 

 今般、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令が一部改正さ

れました。 

 「経口補水液」のような過剰な摂取が身体へ問題を引き起こす可能性がある食品に

ついては、表示事項が消費者に認識されず、製品を誤認して使用された場合の健康影

響が懸念されることを踏まえ、経口補水液等の必要的表示事項等について規定されま

した。薬局でも清涼飲料水と区別して陳列する等の措置が必要となっております。 
（令和６年１２月１０日付消食表第１００３号消費者庁次長通知より抜粋） 

 
○日薬ニュース 
【第３０４号】 
 ・中医協、新規薬価収載について議論、資格確認方法の変更に伴う要所の見直し等につい

て答申 

 ・医療保険部会、医師偏在是正対策、医療保険制度改革等について議論 

 ・令和６年の薬剤師の届出及び調査 １月１５日（水）まで 

 ・ＪＰＡＬＳ本年度の「実践記録」提出期限２０２５年（令和７年）１月１０日（金）ま

で！ 

 ・２０２５年加入版「薬剤師賠償責任保険・サイバー保険」等募集方法の大幅改定につい

て 

 ・「薬局製造販売医薬品の範囲の見直しに向けた研究」に関する薬局向けアンケートへのご

協力のお願い 

 

【号外－２６４】 

 【重要なお知らせとお願い】 

 医療機関が利用する医薬品コード再点検実施のため、電子処方箋の発行が一時停止

されます 
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